
相談予約受付

■マンション管理相談■

火～土曜日　9時～12時 / 13時～16時
　　　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

火・木・土曜日　10時～12時・13時～16時
　　　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

☎044-874-0180

相 談 日

■ 住宅相談 ■

火・土曜日　13時～16時
　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

相 談 日

川崎市にお住いの方へ
ご存知でしたか？！
川崎市には、住まいに関する
様々な助成制度があります。
ぜひ、ご参考にしてください。

2023

川崎市
住まい助成制度等ご案内

川崎市
住まい助成制度等ご案内

融資・助成制度等一覧ガイド

川崎市住宅供給公社　ハウジングサロン
〒211-0053　川崎市中原区上小田中６丁目34番24号　スターブル中原１階

TEL 0 4 4 - 8 7 4 - 0 1 8 0　　FAX 0 4 4 - 8 7 4 - 0 1 8 1
　ホームページアドレス　https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/special/housing_salon.php  　　　　　　

監修　川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課　　発行：令和 5（2023）年 10月   　

専門家による無料の相談窓口

自宅からお持ちのスマートフォ
ン、パソコン等から、オン
ラインで相談できます。

ハウジングサロンの窓口で、
専門家に直接相談できます。

窓口相談の結果、現地相談が必要と認められたもののうち、「川崎市マンション管理組合登録・支援制度」に
登録されているマンション管理組合については、年３回を限度に、未登録のマンション管理組合については、
年１回を限度にアドバイザーを派遣します。

管理組合の運営・管理規約・修繕積立金・長期修繕計画・大規模修繕工事・耐震等に関する
相談をお受けします。

窓口相談の結果、現地相談が必要と認められたものについては、年１回を限度にアドバイザーを派遣します。

住宅（マンション専有部分共）のリフォーム・バリアフリー・耐震・省エネ・シックハウ
ス等に関する相談をお受けします。

月に１回程度、すまいの相談
窓口でも相談を実施します。
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※本書は、「川崎市住宅供給公社」ホームページからも閲覧できます。

●一般融資等 ●耐震関係 ●省資源設備関係
●環境配慮設備関係 ●給排水設設備関係 ●緑化関係
●宅地造成・がけ関係 ●防犯関係 ●高齢者世帯向け制度
●障害者世帯向け制度 ●賃貸住宅入居支援制度 ●道路関係
●まちづくり整備関係 ●アドバイザー派遣制度 ●税制関係

●バリアフリー制度 ●耐震関係 ●アスベスト
●省資源設備関係 ●環境配慮設備関係 ●宅地造成・がけ関係
●防犯関係 ●緑化関係 ●道路関係
●アドバイザー派遣制度 ●税制関係

 ●コンサルタント等派遣制度
●アドバイザー派遣制度
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川崎市における
住まいに関する融資・助成等制度一覧表
戸建て住宅・マンション（専有部） 住まい別

制度名

勤労者生活資金貸付制度

制度名

木造住宅耐震診断士派遣制度

木造住宅耐震改修助成制度

建築相談員無料派遣制度

耐震診断義務化沿道建築物耐震
改修等事業助成制度

耐震シェルター等設置助成制度

制度名

家庭用生ごみ処理機等
購入費助成制度

制度名

住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機
器導入補助事業
（スマートハウス補助金）
（個人住宅）

制度概要

生活資金（住宅の増改築・修繕費等を含む）について市と提携
する金融機関が低利で融資する。(市内に１年以上在住、同一事
業所１年以上勤務等、いくつかの申込資格あり）

制度概要

旧耐震基準の木造住宅の耐震診断を行うために川崎市に登録
された診断士を無料で派遣する。

旧耐震基準の木造住宅で耐震性が低いものについて、耐震性
を高めるための工事費用の一部を助成する。

過去に市の木造住宅耐震診断士派遣制度を活用して耐震診断
を行った方に、耐震改修やリフォーム等のアドバイスを行う建
築相談員を無料で派遣する。

耐震診断を義務化する道路に接する旧耐震基準の建築物につ
いて、耐震診断に要する費用の一部を助成する。耐震性が低い
ものについては、耐震性を高めるための工事費用の一部、また
は、除却（一棟すべて）費用の一部を助成する。

旧耐震基準の木造住宅で耐震性が低いものについて、耐震
シェルター・防災ベッドを設置する費用の一部を助成する。

制度概要

家庭から排出される生ごみの減量化・リサイクルを推進するた
め、生ごみ処理機等を購入する際、その一部を助成する。

制度概要

住宅にエネルギー管理装置と併せて太陽光発電システム、家
庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、
ビークル・トゥ・ホームシステム、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス等を導入する際に、その費用の一部を補助する。（補助には
条件・基準あり）

所管・連絡先

経済労働局労働雇用部

　０４４－２００－２２７１

所管・連絡先
まちづくり局
防災まちづくり推進課
　０４４－２００－３０１７
まちづくり局
防災まちづくり推進課
　０４４－２００－３０１７
まちづくり局
防災まちづくり推進課

　０４４－２００－３０１７

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　０４４－２００－３０１７

まちづくり局
防災まちづくり推進課
　０４４－２００－３０１７

所管・連絡先

環境局減量推進課

　０４４－２００－２５７９

所管・連絡先

環境局脱炭素戦略推進室

　０４４－２００－３８７３

一般融資等

耐震関係

省資源設備関係

環境配慮設備関係



戸建て住宅・マンション（専有部） 住まい別
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０３５１

０３５１

０３５１

０３５１

０３５１

０３５１

くみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、し尿浄化槽を廃
止する工事の費用の一部を助成する。

くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、し尿浄化槽を廃
止する場合、費用の一部について取扱金融機関に融資のあっ
せんをし、利子補給を行う。
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防犯関係

戸建て住宅・マンション（専有部） 住まい別

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当



戸建て住宅・マンション（専有部） 住まい別
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住居を喪失している又は喪失するおそれのある離職された方
又は個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで就業機会が
減少した方などに住居確保給付金を支給し、住居及び就労機
会の確保に向けた支援を行う。

建設緑政局施設維持課



所管・連絡先

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　 ０４４－２００－２７３１

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　 ０４４－２００－２７３１

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　 ０４４－２００－２７３１

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　 ０４４－２００－２７３１

まちづくり局
防災まちづくり推進課

　 ０４４－２００－２７３１

まちづくり局地域整備推進課

　 ０４４－２００－２７３０

まちづくり局建築指導課

　 ０４４－２００－２７５７

所管・連絡先

川崎市住宅供給公社
ハウジングサロン

　 ０４４－８７４－０１８０

所管・連絡先

（川崎区・幸区）
かわさき市税事務所資産税課
　 ０４４－２００－３９５８

（中原区）
こすぎ市税分室資産税担当
　 ０４４－７４４－３２４３

（高津区・宮前区）
みぞのくち市税事務所資産税課
　 ０４４－８２０－６５６７

（多摩区・麻生区）
しんゆり市税事務所資産税課
　 ０４４－５４３－８９７３

まちづくり局住宅整備推進課

　 ０４４－２００－２２５３
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戸建て住宅・マンション（専有部） 住まい別

制度名

密集住宅市街地整備促進事業

住宅等不燃化推進事業
(耐火性能強化）

住宅等不燃化推進事業
（老朽建築物除却）

区画道路拡幅促進事業

区画道路寄附促進事業

優良建築物等整備事業

ブロック塀等撤去促進助成制度

制度名

住まいアドバイザー派遣制度

制度名

認定長期優良住宅に対する
固定資産税の減額制度

耐震改修を行った住宅に対する
固定資産税の減額制度

バリアフリー改修工事を行った住
宅に対する固定資産税の減額制度

省エネ改修工事を行った住宅に
対する固定資産税の減額制度

大規模の修繕等が行われたマン
ションに対する固定資産税の減
額制度

空き家の譲渡所得3,000万円
特別控除

制度概要

不燃化重点対策地区において、複数の老朽建築物を耐火・準耐
火建築物の共同住宅等へ建て替える事業に対し、その調査設
計計画費、土地整備費、共同施設整備費の一部を補助する。

不燃化重点対策地区において、住宅等の建築にあたって不燃化
推進条例に基づき、耐火・準耐火建築物へと耐火性能を強化す
ることに係る費用の一部を補助する。

不燃化重点対策地区において、老朽建築物（旧耐震基準または
耐用年数超過）の除却に係る費用の一部を補助する。

不燃化重点対策地区の拡幅促進路線において、土地所有者等
が後退する場合に支障となる塀等の除却又は新たな塀等の新
設に係る費用の一部を補助する。

不燃化重点対策地区の寄附促進路線において、後退により公
道の中心から片側２ｍの範囲を道路状に整備した私有地部分
を、その土地所有者等が川崎市に寄附申請する事業に対し、奨
励金を交付し、分筆登記費等の一部を補助する。

良好な市街地環境を形成する事業に対し、調査設計計画費、土
地整備費、共同施設整備費の一部を補助する。

道路又は公園に面する安全性の確認ができない高さ１．２ｍを
超えるブロック塀等を撤去する場合に、費用の一部を助成する。

制度概要

川崎市住宅供給公社ハウジングサロンにおける戸建て住宅、マ
ンションのリフォームや管理等の相談で、現地相談が必要な場
合にアドバイザーを派遣する。

制度概要

新築の認定長期優良住宅について、申告により固定資産税を減
額する。

耐震改修を行った住宅について、申告により固定資産税を減額
する（別途認定要件あり）。

バリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により固定
資産税を減額する（別途認定要件あり）。

（窓の改修工事を含む）省エネ改修工事を行った住宅につい
て、申告により固定資産税を減額する（別途認定要件あり）。

新築された日から20年以上を経過した、総戸数10戸以上の区
分所有マンションで、２回目以降の長寿命化工事を完了してい
る住宅について、申告により固定資産税額を減額する（別途認
定要件あり）。

相続した空き家を耐震リフォームまたは解体後に、その家屋や
敷地を譲渡した場合、申告により譲渡所得から３，０００万円の
特別控除が受けられる（別途適用要件あり）。

まちづくり整備関係

アドバイザー派遣制度

税制関係



マンション（共用部） 住まい別
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環境局脱炭素戦略推進室

３８７３

環境局地域環境共創課

２５３０

過去に耐震診断を行った旧耐震基準の分譲マンションの管理
組合に対し、診断結果や耐震改修実施までの流れ等について
相談対応をする建築士を無料で派遣する。

マンション耐震相談員の派遣

共同住宅の駐車場に電気自動車充電用の普通充電設備を設置
する際に、購入費と設置工事費の一部を補助する。(補助には経
済産業省補助金の交付決定を受けることなど条件・基準あり)

電気自動車等用充電設備設置費
補助制度
（EV用充電インフラ補助金）
（共同住宅）

吹付けアスベストの含有調査及び除去工事等の費用の一部を
補助する。

バリアフリー制度
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マンション（共用部） 住まい別



マンション（共用部） 住まい別
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川崎市住宅供給公社ハウジングサロンにおける戸建て住宅、マ
ンションのリフォームや管理等の相談で、現地相談が必要な場
合にアドバイザーを派遣する。

新築された日から20年以上を経過した、総戸数10戸以上の区
分所有マンションで、２回目以降の長寿命化工事を完了してい
る住宅について、申告により固定資産税額を減額する（別途認
定要件あり）。

住まいアドバイザー派遣制度

認定長期優良住宅に対する固定
資産税の減額制度、耐震改修を
行った住宅に対する固定資産税
の減額制度、大規模の修繕等が
行われたマンションに対する固
定資産税の減額制度

川崎市住宅供給公社
ハウジングサロン

　 ０４４－８７４－０１８０

アドバイザー派遣制度
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高齢者・障害者・バリアフリー 分野別

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　介護給付担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

生活資金（住宅の増改築・修繕費等を含む）について市と提携
する金融機関が低利で融資する。（市内に１年以上在住、同一
事業所１年以上勤務等、いくつかの申込資格あり）
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高齢者・障害者・バリアフリー 分野別



P. 12　　 川崎市・住まい助成制度等ご案内

環境・省エネ・緑化・上下水道・道路 分野別

環境局脱炭素戦略推進室

　 ０４４－２００－３８７３

環境局地域環境共創課

　 ０４４－２００－２５３０

環境局脱炭素戦略推進室

　 ０４４－２００－３８７３

吹付けアスベストの含有調査及び除去工事等の費用の一部を
補助する。

共同住宅の駐車場に電気自動車充電用の普通充電設備を設置
する際に、購入費と設置工事費の一部を補助する。（補助には経
済産業省補助金の交付決定を受けることなど条件・基準あり）

電気自動車等用充電設備設置費
補助制度
（EV用充電インフラ補助金）
（共同住宅）



融資・助成制度等一覧ガイド　　 P. 13

0351

0351

0351

0351

0351

0351

環境・省エネ・緑化・上下水道・道路 分野別

環境局収集計画課

くみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、し尿浄化槽を廃
止する工事の費用の一部を助成する。

くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、し尿浄化槽を廃
止する場合、費用の一部について取扱金融機関に融資のあっ
せんをし、利子補給を行う。

建設緑政局施設維持課



P. 14　　 川崎市・住まい助成制度等ご案内

耐震・防災・防犯 分野別

建築相談員無料派遣制度

０３５１

過去に耐震診断を行った旧耐震基準の分譲マンションの管理
組合に対し、診断結果や耐震改修実施までの流れ等について
相談対応をする建築士を無料で派遣する。

マンション耐震相談員の派遣



融資・助成制度等一覧ガイド　　 P. 15

耐震・防災・防犯 分野別

2730

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当

※具体的な相談・申請窓口は、お住いの区役所　高齢・障害課
地区　健康福祉ステーション　高齢者支援担当



P. 16　　 川崎市・住まい助成制度等ご案内

住環境まちづくり 分野別

「川崎市建築物環境配慮制度」と連携した環境配慮マンショ
ン・一戸建住宅向け住宅ローン

2708

川崎市住宅供給公社ハウジングサロンにおける戸建て住宅、マ
ンションのリフォームや管理等の相談で、現地相談が必要な場
合にアドバイザーを派遣する。

住まいアドバイザー派遣制度
川崎市住宅供給公社
ハウジングサロン

　 ０４４－８７４－０１８０

アドバイザー派遣制度



相談予約受付

■マンション管理相談■

火～土曜日　9時～12時 / 13時～16時
　　　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

火・木・土曜日　10時～12時・13時～16時
　　　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

☎044-874-0180

相 談 日

■ 住宅相談 ■

火・土曜日　13時～16時
　　　　　　（祝日及び年末年始は休み）

相 談 日

川崎市にお住いの方へ
ご存知でしたか？！
川崎市には、住まいに関する
様々な助成制度があります。
ぜひ、ご参考にしてください。

2023

川崎市
住まい助成制度等ご案内

川崎市
住まい助成制度等ご案内

融資・助成制度等一覧ガイド

川崎市住宅供給公社　ハウジングサロン
〒211-0053　川崎市中原区上小田中６丁目34番24号　スターブル中原１階

TEL 0 4 4 - 8 7 4 - 0 1 8 0　　FAX 0 4 4 - 8 7 4 - 0 1 8 1
　ホームページアドレス　https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/special/housing_salon.php  　　　　　　

監修　川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課　　発行：令和 5（2023）年 10月   　

専門家による無料の相談窓口

自宅からお持ちのスマートフォ
ン、パソコン等から、オン
ラインで相談できます。

ハウジングサロンの窓口で、
専門家に直接相談できます。

窓口相談の結果、現地相談が必要と認められたもののうち、「川崎市マンション管理組合登録・支援制度」に
登録されているマンション管理組合については、年３回を限度に、未登録のマンション管理組合については、
年１回を限度にアドバイザーを派遣します。

管理組合の運営・管理規約・修繕積立金・長期修繕計画・大規模修繕工事・耐震等に関する
相談をお受けします。

窓口相談の結果、現地相談が必要と認められたものについては、年１回を限度にアドバイザーを派遣します。

住宅（マンション専有部分共）のリフォーム・バリアフリー・耐震・省エネ・シックハウ
ス等に関する相談をお受けします。

月に１回程度、すまいの相談
窓口でも相談を実施します。


